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   香取広域市町村圏事務組合車両取扱要綱 

平成18年３月27日 

訓令第33号 

 （目的） 

第１条 この告示は、道路運送法（昭和26年法律第183号）及び道路運送車両法（昭

和26年法律第185号）並びに香取広域市町村圏事務組合消防職員服務規程（平成1

8年香取広域市町村圏事務組合訓令第16号）に基づき、車両の機械器具保全、手

入れ等について、事前に整備し、緊急出動及び消防業務の万全を期することを目

的とする。 

 （点検） 

第２条 消防用自動車の使用者及び当務編成による緊急車両の機関担当員は、車両

点検整備要領に基づき綿密に点検を行い、結果について、上席者又は車両長に報

告するとともに、車両点検結果報告書（第１号様式）に記載し提出しなければな

らない。 

２ 点検区分は、次の３区分とする。 

 (１) 始業時点検 

 (２) 定時点検 

 (３) 帰庁時点検 

３ 始業時点検とは、定時の交代時において、点検項目に基づき確実に点検を行い、

その結果について、車両点検結果報告書（別記第１号様式）に記載すること。 

４ 定時点検とは、毎日18時00分並びに６時30分の２回アイドリングを行い、冬季

で約10分、夏季で約５分間エンジンの始動状況及びアイドリング状況を点検する

こと。 

５ 帰庁時点検とは、緊急車両にて災害出動、帰署（所）した後、機関担当員は、

次の災害出動に備えるべき始業時点検項目に基づき点検をして、その結果を車両

長に報告すること。 

６ 緊急車両以外は、道路運送車両法第47条、第48条の点検を実施し、車両点検結

果報告書（別記第１号様式）に記載し、提出しなければならない。 

 （車両手入れ） 

第３条 毎週１回を車両手入日と定め、各車両を点検整備しなければならない。 

２ 各車両は、月１回以上ワックス磨き、車内外の清掃、メッキ部分の油拭き等を
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行うとともに、車両ごと当日の機関担当員が点検を行い異状の有無について、車

両長に報告しなければならない。 

 （修理） 

第４条 機関担当員は、車両取扱中又は点検中に異状を発見し、出動に支障あると

きは、速やかに車両長及び当務責任者に報告し、修理等の指示を受けなければな

らない。 

 （清掃） 

第５条 車両の出動に支障とならないよう、また、異状を容易に発見できるように

車庫内は常に清潔に整理整とんしておかなければならない。 

２ 日常の清掃は、交代時点検前に行うこととする。 

３ 出動車両が帰署（所）したとき、機関担当員は責任をもって汚濁状態により、

洗車等の掃除を行うこと。 

 （代理機関担当員） 

第６条 緊急車両の機関担当員は、外出等で不在となる場合、車両長に報告すると

ともに、代理機関担当員を依頼し緊急出動に支障とならないようにしなければな

らない。 

 （緊急車両運転時の遵守事項） 

第７条 機関担当員は、緊急出動に際し、次の事項を遵守し事故防止に万全を期さ

なければならない。 

 (１) 冷静沈着に行動し、交通法令を厳守すること。 

 (２) 事故防止に細心の注意を払い、道路左側中央寄りを進行することを原則と

する。 

 (３) 技量に応じた運転を行い、同乗隊員に恐怖を感じさせるような運転はしな

いこと。 

 (４) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第29条、第30条に基づき無理な追越し

は避けること。ただし、見通しの良い場所その他安全を確認できる場所におい

ては、前後左右の安全を確認し、右側車線を走行し追越し後なるべく早い時点

で左側走行車線に戻ること。 

 (５) 見通しの悪い交差点及び踏み切り等を通過するときは、必ず一時停止し、

左右を確認し、安全を確認してから発進すること。 

 (６) 信号機のある交差点で、信号が青であっても徐行する等注意をするととも
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に、信号が黄色又は赤の場合は、交差点手前で必ず一時停止し、左右の安全確

認をしてから徐行にて通過すること。 

 (７) 前３号について、原則として車両長の指示命令に従うこと。 

２ 道路選定は、次の点に留意すること。 

 (１) 広い道路、確実な道路を選定すること。 

 (２) どちらでもよい道路ならば、平素又は一度でも通ったことのある道路を選

ぶこと。 

 (３) 交通量の少ない道路を選ぶこと。 

 (４) 水利選定を考慮して選ぶこと。 

 (５) ２台同時出動の場合、中継防ぎょ体制を除いて原則として、同一道路は避

けること。 

 （後退等の誘導） 

第８条 緊急車両の出動時において、やむを得ず後退等をする場合、必ず機関補助

員は、車から降りて誘導を行わなければならない。 

 （点検整備） 

第９条 機械係は、各車両の点検整備状況を明確にするため、車両整備記録（第２

号様式）に当該車両が廃車になるまで、記録し保管しなければならない。 

 （車両台帳） 

第１０条 新規購入又は更新車両の車検証控及び附属物品等について、車両台帳

（第３号様式）を作成し、現有状況を常に明確にしておかなければならない。 

 （公用車使用報告） 

第１１条 公用車の使用状況を明確にするため、車両運行記録（第４号様式）に使

用の都度、使用状況を記載しなければならない。 

   附 則 

 この訓令は、平成18年３月27日から施行する。 
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第１号様式（第２条第１項、第３項、第６項） 

 

    年  月  分 

 車両名             

 車 番             

 
 

車 両 点 検 結 果 報 告 書     

        

  
        

  

機関員印                                                               

順序 点 検 箇 所 点 検 内 容 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

運
転
者
席 

燃 料 量                                                               

ブレーキペダル 踏みしろ・きき具合                                                               

サイドブレーキ 引きしろ・きき具合                                                               

エアブレーキ 空気圧の上昇度                                                               

方向指示器 作 用                                                               

ルームミラー・サイドミラー 写 影 度                                                               

ブレーキオイル 
液 量 

                                                              

（リザーブタンク）                                                               

前

部 

ラジエター 水の量・漏れ                                                               

ファンベルト 張り具合・損傷                                                               

エンジンオイル 量・よごれ・漏れ                                                               

前照灯・方向指示器 点滅・点灯具合                                                               

車幅灯・ハザードランプ 点滅・点灯具合                                                               

ナンバープレート 取り付け状態                                                               

タ イ ヤ 空気圧・磨耗度                                                               

ホイールボルト 緩み・ゆがみ                                                               

後

部 

エア・タンク 空気圧力  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  タ イ ヤ 空気圧・磨耗度                                                               

スペアータイヤ 取り付け状態                                                               

ナンバープレート 取り付け状態・照明                                                               

尾灯・方向指示器 点滅・点灯具合  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

ブレーキ・バックランプ 点灯具合・音声                                                               

車幅灯・ハザードランプ 点滅・点灯具合                                                               

ホイールボルト 緩み・ゆがみ                                                               

そ
の
他 

非常用信号具 有 ・ 無                                                               

停止表示板 有 ・ 無                                                               

自動車車検証 有 ・ 無                                                               

工 具 所定位置固定                                                               

バッテリー 液量・固定状態                                                               

前日における異状個所及び不良箇所とその処置 
  

   【凡例】 ○・・適  △・・磨耗・劣化  ×・・否
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第２号様式（第９条） 

 

車 両 整 備 記 録 

      年 月 日 整 備 内 容 整 備 業 者 備 考 

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       

      年  月  日       
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第３号様式（第10条） 

車 両 台 帳 

 

車検証控（車名      車） 附 属 物 品 

登 録 番 号   車 名           

車 体 番 号 人 型 式           

乗 車 定 員   車 重 量           

形 状   総 重 量           

長 さ   原動機型式           

幅   排 気 量           

高 さ   燃 料           

国 家 検 定 証 控         

型 式 番 号   検 定 番 号           

級 別   検 定 年 月           

発動機型式   名 称   製造番号   

車 体 型 式   名 称   製造番号   

ポンプ型式   名 称   製造番号   

購入年月日 年    月    日   

車 検 有 効 期 間 満 了 日    年   月   日 

車 検 等 実 施 状 況 

車 検 実 施 年 月 日 実 施 業 者 12箇月点検実施日 実 施 業 者 

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   

年  月  日   年 月 日   



香取広域市町村圏事務組合車両取扱要綱 

 7 

 

前部写真 

  

後部写真 

    

 

右側写真 

  

左側写真 

    

 

附属物品写真 

  

附属物品写真 
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第４号様式（第11条） 

車 両 運 行 日 誌 

車両名 

  機関員 月 日 

出動時分 

積算km 走行km 
燃料
補給 

ＰＴＯ 業 務 内 容 等 ～ 

帰署時分 

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   
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  機関員 月 日 

出動時分 

積算km 走行km 
燃料
補給 ＰＴＯ 業 務 内 容 等 ～ 

帰署時分 

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

    ／ ～ km km  ｍ   

 


